
八
詠
第
二
号

二
〇
二
六
（
令
和
八
）
年
四
月
一
日

宗

務

所

長

教
　
区
　
長
様
　
　�

伝
道
部
長
　
髙
　
橋
　
英
　
寛

梅
花
講
講
長

令
和
八
年
度
梅
花
流
宗
務
庁
講
習
会
開
催
通
知

令
和
八
年
度
梅
花
流
宗
務
庁
講
習
会
を
、
左
記
の
要
項
に
よ
り
開
催
し
ま
す
。

受
講
を
希
望
す
る
場
合
は
、
内
容
を
十
分
に
ご
確
認
の
う
え
、
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
記

一
、
開
催
一
覧
　
　
裏
面
参
照

一
、
定
　
　
員
　
　
第
一
～
第
四
回
、
第
八
～
九
回
、
第
十
一
回
　
各
回
五
〇
名

　
　
　
　
　
　
　
　
第
六
回
　
六
〇
名

　
　
　
　
　
　
　
　
第
五
・
第
七
回
、
第
十
回
　
各
回
八
〇
名

一
、
申
込
方
法
　
　
本
誌
綴
じ
込
み
の
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。（
返
信
用
封
筒
の
同
封
は
不
要
で
す
。）

　
　
　
　
　
　
　
　
当
該
講
習
会
申
込
締
切
後
（
一
か
月
前
）、
申
込
書
の
コ
ピ
ー
と
受
講
案
内
を
返
信
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
※�

第
五
回
、
第
六
回
、
第
七
回
、
第
八
回
、
第
九
回
、
第
一
一
回
は
二
日
間
の
講
習
会
で
す
。
参
加
さ
れ
る
方
の
宿
泊

の
ご
用
意
は
各
自
で
お
願
い
致
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

一
、
申
込
先
　
　
〒
105-
　8544
　
東
京
都
港
区
芝
二
―
五
―
二

　
　
　
　
　
　
　
　
曹
洞
宗
宗
務
庁
伝
道
部
詠
道
課
　
講
習
会
係 

宛

　
　
　
　
　
　
　
　
電
話
〇
三
―
三
四
五
四
―
五
四
一
六

一
、
締
　
　
切
　
　
講
習
会
開
催
日
の
一
か
月
前
。
但
し
、
定
員
に
達
し
た
場
合
は
締
切
り
ま
す
。

一
、
受
講
料
　
　
第
一
～
第
四
回
、
第
十
回
　
　
五
、
五
〇
〇
円
（
税
込
み
）

　
　
　
　
　
　
　
　
第
五
～
第
九
回
・
第
一
一
回
　
一
一
、
〇
〇
〇
円
（
税
込
み
）

　
　
　
　
　
　
　
　�

本
誌
綴
じ
込
み
の
払
込
取
扱
票
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
送
金
く
だ
さ
い
。
払
込
取
扱
票
の
控
え
を
以
っ
て
領
収
証
に
代

え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

一
、
振
込
先
　
　
郵
便
振
替
０
０
１
０
０
―
４
―
１
８
２
０
２
［
曹
洞
宗
宗
務
庁
財
政
部
］

一
、
そ
の
他
　
　
梅
花
流
宗
務
庁
講
習
会
は
、
申
込
み
を
キ
ャ
ン
セ
ル
さ
れ
た
場
合
の
返
金
対
応
は
行
い
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　�

申
込
み
い
た
だ
い
た
後
に
講
習
会
に
ご
参
加
い
た
だ
く
こ
と
が
難
し
い
場
合
は
、
事
前
に
詠
道
課
に
ご
連
絡
を
お

願
い
い
た
し
ま
す
。
別
の
回
の
講
習
会
へ
の
振
り
替
え
等
の
対
応
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

�

以
上


